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１ 

 

 
 
 

衆
議
院
議
員
鈴
木
庸
介
君
提
出
政
治
資
金
収
支
報
告
書
の
オ
ン
ラ
イ
ン
提
出
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書 

一
に
つ
い
て 

 
 

お
尋
ね
の
「
国
の
初
期
費
用
」
及
び
「
運
用
費
、
維
持
管
理
費
等
毎
年
発
生
す
る
費
用
」
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
が
必
ず
し

も
明
ら
か
で
は
な
い
が
、
総
務
省
に
お
い
て
は
、
平
成
二
十
一
年
度
か
ら
平
成
二
十
二
年
度
ま
で
の
間
に
「
政
治
資
金
関
係

申
請
・
届
出
オ
ン
ラ
イ
ン
シ
ス
テ
ム
」
（
以
下
「
シ
ス
テ
ム
」
と
い
う
。
）
の
構
築
に
要
し
た
経
費
と
し
て
二
億
四
千
三
十

三
万
五
千
五
百
五
十
円
を
支
出
し
、
令
和
二
年
度
に
お
け
る
シ
ス
テ
ム
の
運
用
及
び
保
守
に
係
る
経
費
と
し
て
五
千
八
百
二

十
三
万
二
千
九
百
円
を
支
出
し
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。 

二
に
つ
い
て 

 
 

お
尋
ね
の
趣
旨
が
必
ず
し
も
明
ら
か
で
は
な
い
が
、
総
務
省
が
令
和
三
年
十
一
月
二
十
六
日
に
公
表
し
た
令
和
二
年
分
の

国
会
議
員
関
係
政
治
団
体
の
政
治
資
金
収
支
報
告
書
は
六
百
八
十
三
件
で
あ
り
、
そ
の
う
ち
シ
ス
テ
ム
の
収
支
報
告
書
作
成

ソ
フ
ト
を
利
用
し
て
作
成
さ
れ
た
も
の
は
五
百
四
十
八
件
、
そ
の
う
ち
シ
ス
テ
ム
に
よ
り
提
出
さ
れ
た
も
の
は
三
十
件
で
あ

る
。 

三
に
つ
い
て 



 

２ 

 

 
 

総
務
省
に
お
い
て
は
、
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
よ
る
情
報
提
供
、
啓
発
チ
ラ
シ
の
国
会
議
員
事
務
所
へ
の
配
布
、
シ
ス
テ
ム
の

利
用
方
法
に
関
す
る
電
話
相
談
窓
口
の
設
置
、
政
治
団
体
の
意
見
を
踏
ま
え
た
領
収
書
等
の
写
し
の
提
出
を
可
能
と
す
る
シ

ス
テ
ム
の
改
修
等
を
行
っ
て
き
た
と
こ
ろ
で
あ
り
、
引
き
続
き
、
シ
ス
テ
ム
の
普
及
啓
発
と
利
便
性
向
上
に
努
め
て
ま
い
り

た
い
。 


